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第３回 北海道留萌管内地域公共交通活性化協議会 
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次 第 

 

 開会挨拶 

 

１ 北海道留萌管内地域公共交通計画の変更について  資料１ 

 

２ 目標達成状況のモニタリングについて    資料２－１ 

(各路線バス運行状況)   資料２－２ 

 

３ 令和５年度事業の進捗及び見込みについて   資料３－１ 

           (とりまとめ一覧)    資料３－２ 

 

４ 令和６年度事業の考え方について    資料４ 

 

５ 留萌地域生活交通確保対策協議会との統合について 資料５－１ 

    (道交通企画課資料)   資料５－２ 

 

６ その他 
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北海道留萌管内地域公共交通計画の変更について 

 

１ 変更理由 

 → 計画には、高速バス(特急はぼろ号、特急ましけ号及び高速るもい号) 
の利用者数の推移(47P)及び収支状況の推移(48P)が掲載されている。 

 → 高速バスは、中核都市と地域中心都市・周辺市町村等を結ぶ広域交通
に位置付けられている(16P)。 

一方で、補助対象外路線であり協議会で維持・確保を協議することが
難しい等の理由で、広域交通ネットワークの方針(93P)に含んでおらず、
数値指標・目標値における広域交通にも含んでいない(91P)。 

 → 以上を踏まえ、高速バスにおいては利用者数の推移の各路線合算版
(46P)のみで足り、進行管理としてこの推移を把握していくこととし、利
用者数の推移(47P)及び収支状況の推移(48P)掲載ページは削除する。 

 → 承認後、速やかに留萌振興局ホームページに掲載の該当ページを削除
したい。 

 
２ 新旧対照表 

ページ 変更後 現 行 

46 （変更なし） （２）高速バス 

 ① 運行の実態 

 ② 利用者数の推移 

  図 3-4 高速バスの利用者数の推移 

47 削 除   図 3-5 特急はぼろ号の利用者数の推移 

  図 3-6 特急ましけ号(2020(令和 2)年より

運行)の利用者数の推移 

  図 3-7 高速るもい号の利用者数の推移 

48 削 除  ③ 収支及び補助金の状況 

図 3-8 特急はぼろ号の収支状況 

図 3-9 特急ましけ号の収支状況 

図 3-10 高速るもい号の収支状況 

49 （変更なし） （３）地域間幹線系統 

 ① 運行の実態 

 ② 利用者数の推移 

  図 3-11 地域間幹線系統の利用者数の推移 

 

資料１ 
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指標Ⅰ：広域交通及び地域間交通の利用者数人/年

目標達成状況のモニタリングについて 

 

１ モニタリングの目的 

 → 計画では、掲げた目標の達成状況について、関係指標を継続的にモニ
タリングし、施策の実施効果や社会情勢との適合性等を検証・評価する
としている(91-97P、104・105P)。 

 → 目標値は 2027(R9)年度としているため、中間年においては、指標把握
と増減要因の分析をし、目標達成に向けた施策・事業を検討。 

 → 数値指標・目標値の対象としている路線 
〇 広域交通  留萌旭川線(高速バスは除く) 
〇 地域間交通 幌延留萌線、留萌別苅線、羽幌留萌線 
    (複数市町村に跨る市町村単独補助路線は除く) 
 

２ 指標測定結果 
 

資料２－１ 

38.9% 37.5% 36.3% 38.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

指標Ⅱ：広域交通及び地域間交通の収支率収支率(運行収益/運行費用)

215,436 201,266 201,195 215,436

0

100,000

200,000

300,000

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

指標Ⅲ：広域交通及び地域間交通の公的資金投入額千円/年

未達成 

(86.3%) 

未達成 

(▲2.6P) 

達成 

(93.4%) 

(▲14,241 千円) 



１ 高速バス(特急はぼろ号、特急ましけ号及び高速るもい号)

２ 地域間幹線系統(幌延留萌線、留萌別苅線及び留萌旭川線)
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３ 広域生活交通路線(羽幌留萌線)

４ 目標状況達成のモニタリング(地域間幹線系統３路線＋羽幌留萌線)
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令和５年度事業の進捗及び見込みについて 
 

１ 計画搭載事業の位置付けについて 

 → 計画に掲げた目標達成のための施策・事業として、計画 98～103 ページに記載。 
 → 計画では、これらについて取組状況の評価・検証を行うこととしており、各主体の取組状況 

の共有や今後の見込み・方向性等について協議するもの。 
 施策・事業 事業計画での取組区分 

a-① 広域交通及び地域間交通の維持・確保の方針の設定及び

運行形態見直し等の検討【計画 99-100p】 
広域交通ネットワークの維持・確保 
運行形態見直し検討 

b-① 広域交通、地域間交通及び生活圏交通相互の乗換環境の

向上【計画 101p】 
接続、起終点 
ダイヤ等検討・実施 

c-① 地域住民による公共交通利用を促進する広報・PR 

【計画 102p】 
自家用車と公共交通の連携 
モビリティマネジメント推進 
バスロケーションシステム 

c-② 来訪者による公共交通利用の促進に向けた観光客誘客 
【計画 103p】 

観光資源との連携・ニーズ把握 

c-③ バス・タクシー運転手等の確保に向けた PR・魅力発信 
【計画 103p】 

小中高校との連携 
ドライバー確保対策 

   
２ 令和５年度事業の進捗状況及び今後の見込みについて(詳細は資料３－２のとおり) 

○ a-①  広域交通及び関連する生活圏交通の維持のための補助の実施及び交通事業者にお
ける運行維持 
 → 改善点把握に努めながら、補助・運行維持を継続 

 
○ b-①  接続ポイント、起終点、運行ダイヤ等の運行環境について、ニーズ把握及び利便

性向上に向けた検討・対策の実施 
 → ニーズ把握と利便性向上検討・実施を継続 

 
○ c-①(連携) 運行継続しながら、P&R 導入に向けた協議やニーズ・改善点の把握 

 → P&R 導入に向けた協議やニーズ把握・改善点把握を継続 
 
  c-①(MM) バスの割引券・回数券配布、協賛店が増えない要因の把握・検証 

 → 効果把握・事業継続、協賛店は別手法も検討(ノーカーデー、無料デー等) 
 
  c-①(BLS) 導入可能性の検討(現状では課題が多い) 

 → 他の導入事例なども取材しながら、検討継続 
 
○ c-②    自家用有償旅客運送の土日実証運行や運輸局事業活用による離島航路関連の交

通調査の実施、効果的なニーズ把握・誘客手法の検討 
 → エリア内フリーきっぷの利用促進と結び付けた展開を図るため、R6 実施 

に向け準備を進める 
→ 南部、中部、北部それぞれをフリーきっぷで巡り、主要な観光地を途中下車

しながら楽しむモデルコースの策定や、体験レポートの PR 等を想定 
 
○ c-③    裾野の広がりをねらいとした、イベントでの PR(他の行事との連携) 

 → 生活や働く場所としての魅力 PR を、観光客誘客の取組(上記 c-②)とジョイ
ントした形で展開できないか検討 

資料 ３－１ 



令和５年度事業の進捗及び見込みについて（とりまとめ一覧） 
 

計画記載の取組内容 R5 事業計画 
(前回協議会で承認) 

R5 事業内容 
事業区分 R5 主体 進捗(7-11 月) 見込み(12-3 月) 

取組 スケジュール 
a-
① 

広域交通及び地域
間交通の維持・確
保の方針の設定及
び運行形態見直し
等の検討 
【計画 99-100p】 

広域交通ﾈｯﾄﾜｰ
ｸの維持・確保 

維持・確保 ・計画記載の取組内容とする。 国 ・地域間幹線系統補助の実施 ・同左 
道 ・地域協議会運営、広域生活路線補助 ・同左 
市町村 ・地域公共交通計画策定に向けた協議会

開催・調査事業(小平町、遠別町) 
・地域協議会での計画承認、市町村単独

補助の実施 
・高齢者等へのバス運賃助成 
・高校生の通学定期代助成 

・同左 

交通事業者 ・一般路線バスの輸送維持 ・同左 
・R6 に向けては、幌延留萌線の需要

減退を踏まえた事業計画変更(運行
回数の削減)及び時間外労働の上限
規制(いわゆる 2024 問題)を踏まえ
た運行計画の変更を検討 

運行形態見直
し検討 
 

検証・見直し ・計画記載の取組内容とする。 
・市町村及び交通事業者において

は、利用者等のニーズ把握に努
め、必要に応じ協議会に見直し提
案(または改正報告)する。 

 

国 ・施策・先進事例の情報提供 ・同左 

道 ・調整案件なし ・必要に応じ対応 

市町村 ・単独補助路線の起終点・運行経路見直
しについてバス事業者及び関係町内会
と協議(留萌市) 

・地域公共交通計画策定プロセスにおい
て、検証・見直し(小平町、遠別町) 

・利用者の著しい減少や運転手不足等に
より、令和 5 年 9 月末までで天塩更岸
線が廃止(天塩町)。 
廃止にあたり町民からの反対意見はな
かったが、引き続き利用者の利便確保
を継続 

・単独補助路線の見直しについて調整中
(苫前町、羽幌町) 

・見直しの方向性を確定し、関係町
内会及び利用者に回覧やホームペ
ージを通じ周知(留萌市) 

・同左(小平町、遠別町) 
・調整継続(苫前町、羽幌町) 

交通事業者 ・著しい需要減退に鑑み、9 月 30 日の最
終運行をもって系統廃止 

・幌延留萌線や天塩町スクールバスが並
行しており、沿線住民の輸送確保は維
持 

・利用実態を踏まえて、一部支線の
再編(運行区間の短縮等)を検討 

資料 ３－２ 



計画記載の取組内容 R5 事業計画 
(前回協議会で承認) 

R5 事業内容 

事業区分 R5 主体 進捗(7-11 月) 見込み(12-3 月) 

取組 スケジュール 

b-
① 

広域交通、地域間
交通及び生活圏交
通相互の乗換環境
の向上 
【計画 101p】 

接続、起終点 接続ポイント
検討・設定、
バスアクセス
検討 

・計画記載の取組内容とする。 
・市町村及び交通事業者において

は、接続状況と改善点の把握を行
い、必要に応じ協議会に見直し提
案(または改正報告)する。 

 

国 ・施策・先進事例の情報提供 ・同左 

道 ・調整案件なし ・必要に応じ対応 

市町村 ・札幌駅バスターミナル乗降場所変更に
ついて、ホームページ及び広報誌によ
る周知実施(留萌市) 

・地域公共交通計画策定プロセスにおい
て、検証・見直し(小平町、遠別町) 

・時間指定予約が可能な路線について
は、見直し不要(初山別村) 

・同左(小平町、遠別町) 
・R6 から町内循環バスの運行経路見

直しを予定(羽幌町) 
・利用者や交通事業者の要望等を踏

まえ、協議会に諮るなど必要に応
じ対応 

 
交通事業者 ・札幌駅バスターミナル廃止にともな

い、10 月 1 日付けで近隣の路上バス停
に起終点を変更 

・新たな起終点 
札幌市北５条西 1 丁目街区/ 
32・31 のりば 

 

ダイヤ等検
討・実施 

ニーズ把握・
改善(ダイヤ更
新時) 

・計画記載の取組内容とする。 
・市町村及び交通事業者において

は、ダイヤに係るニーズ把握と改
善点の把握を行い、必要に応じ協
議会に見直し提案(または改正報
告)する。 

 
 
 

国 ・施策・先進事例の情報提供 ・同左 

道 ・調整案件なし ・必要に応じ対応 

市町村 ・JR 留萌本線の代替輸送手段として今年
4 月より運行しているデマンドタクシ
ーにおいて、タクシー事業者と冬季ダ
イヤ導入を協議(留萌市) 

・地域公共交通計画策定プロセスにおい
て、検証・見直し(小平町、遠別町) 

・対応案件なし 

・冬季ダイヤ実施、留萌市地域公共
交通活性化協議会実施(留萌市) 

・同左(小平町、遠別町) 
・利用者や交通事業者の要望等を踏

まえ、協議会に諮るなど必要に応
じ対応 

 
交通事業者 ・留萌市内近郊線の著しい需要減退にと

もない、6 月 1 日付けで運行回数を 11
→6 往復に削減 

・自社単独で輸送維持している留萌
市内近郊線、日東団地線について
は、収支状況に応じさらなる対応
も検討 

 
 
 
 



計画記載の取組内容 R5 事業計画 
(前回協議会で承認) 

R5 事業内容 
事業区分 R5 スケジュール 主体 進捗(7-11 月) 見込み(12-3 月) 

取組 スケジュール 

c-
① 

地域住民による公
共交通利用を促進
する広報・PR 
【計画 102p】 

自家用車と公
共交通の連携 

サービス内容
検討・運用準
備 

・計画記載の取組内容とする。 
・市町村及び交通事業者において

は、パーク&バスライドの実態や
ニーズの把握を行い、その結果を
協議会に提案(または対応報告)す
る。 

国 ・施策・先進事例の情報提供 ・同左 

道 ・調整案件なし ・必要に応じ対応 

市町村 ・パーク&ライド用駐車場の導入に向け
関係機関と協議(留萌市) 

・対応を要する案件なし 

・継続協議(留萌市) 
・必要に応じ対応 

交通事業者 ・具体の動きなし ・具体の動きなし 

ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
推進 

北海道高齢者
運転免許自主
返納サポート
制度の周知活
動・協賛店募
集 

・計画記載の取組内容とする。 
・道においては、同制度の更なる周

知と留萌管内における協賛店
(R5.5.1 時点で紳士服店１店舗(留
萌市))増加を働きかける。 

道 ・関係課への働きかけ・実態聴取 
 

・働きかけ継続(他の手法も検討) 

市町村 ・高齢者の移動手段確保、自主返納促進
及び市内路線バスの利用促進を目的
に、R5.6 月より「高齢者市内バス利用
促進実証実験事業(割引券配布)」の継
続実施(留萌市) 

・高齢者運転免許返納事業(70 歳以上)を
実施、返納時に有償運送利用券及び沿
岸バス回数券を組み合わせて計 5 万円
分支給(R5 実績 9 人)(増毛町) 

・交通安全運動に関連し、警察署と連携
し広報啓発(羽幌町) 

・高齢者の事故等の発生状況等をメール
配信(初山別村) 

 

・割引券配布者にアンケートを実施
し、結果を踏まえ次年度以降の実
証実験事業の在り方を検討(留萌市) 

・交通安全協会と連携し周知活動実
施、免許返納事業は留萌署と免許
返納時の対応含め協力しながら継
続(増毛町) 

・広報活動等を継続(羽幌町) 
・メール配信による周知を継続(初山

別村) 

ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 導入準備 ・計画記載の取組内容とする。 
・交通事業者においては、バスロケ

ーションシステム導入に伴うメリ
ットとデメリットを確認する等検
討を進め、その状況を協議会に
(中間)報告する。 

国 ・施策・先進事例の情報提供 
 

・同左 

道 ・検討段階であり、調整対応なし 
 

・必要に応じ対応 

市町村 ・具体の動きなし 
 
 

・具体の動きなし 

交通事業者 ・具体の動きなし 
 
 

・具体の動きなし 



計画記載の取組内容  
R5 事業計画 

(前回協議会で承認) 

R5 事業内容 

事業区分 R5 スケジュール 主体 進捗(7-11 月) 見込み(12-3 月) 

取組 スケジュール 

c-
② 

来訪者による公共
交通利用の促進に
向けた観光客誘客 
【計画 103p】 

観光資源との
連携・ﾆｰｽﾞ把
握 

ニーズ調査 
取組みの実施
(可能となった
ものから順次
着手) 

・計画記載の取組内容とする。 
・道においては、来訪者を対象とし

た現地公共交通へのニーズ調査を
実施(HP でのアンケートを想定)
し、その結果を協議会に報告す
る。 

国 ・施策・先進事例の情報提供 ・同左 

道 ・効果的な調査方法の検討 ・R6 実施の誘客施策(エリア内フリー
きっぷに特化した PR)において、
一体的にニーズ調査するものと
し、実施準備を進める 

 
市町村 ・自家用有償旅客運送実施、土日祝日運

行の実証実験(増毛町) 
・運輸局直轄事業で天売焼尻航路に関連

した交通調査事業を実施。観光部門や
バス事業者とも連携して事業展開され
ている(羽幌町)。 

・効果的な調査方法の検討 

・自家用有償旅客運送の実施時間延
⾧の実証実験、事業は R6 以降も利
用者の動向を踏まえながら継続予
定(増毛町) 

・運輸局直轄事業の継続 
 R6 に向けては、羽幌港バス利用の

促進につなげる対策の検討が必要
(羽幌町)。 

・調査方法の検討継続 
  

交通事業者 ・萌えっ子フリーきっぷの販売継続 ・同左 
・R6 も引き続き設定予定。将来的に

はキャッシュレス化により紙券か
ら電子版への移行を検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



計画記載の取組内容 R5 事業計画 
(前回協議会で承認) 

R5 事業内容 

事業区分 R5 スケジュール 主体 進捗(7-11 月) 見込み(12-3 月) 

取組 スケジュール 

c-
③ 

バス・タクシー運
転手等の確保に向
けた PR・魅力発
信 
【計画 103p】 

小中高校との
連携 

小中高校との
連携 

・計画記載の取組内容とする。 
・道及び市町村においては、高校及

び小中学校での情報発信を図る。 
 

国 ・施策・先進事例の情報提供 
 

・同左 

道 ・教育現場での実施は困難 
・交通安全運動と連携して、子供向け業

務車両(バスを含む)見学を実施
(R5.9.21 留萌市) 

 

・家族を含む住民等が集まるイベン
トや、他事業との連携を検討 
(R6 実施の誘客施策と合わせた実
施の検討) 

市町村 ・具体の動きなし 
・効果的な情報発信の検討 

・行政側からのアプローチは困難な
面もある 

・情報発信方法の継続検討 
 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ確保対
策 

取組内容検討 ・計画記載の取組内容とする。 
・道及び市町村においては、業務内

容や採用に係る情報発信を図る。 
 

国 ・施策・先進事例の情報提供 ・同左 

道 ・北海道 I・U ターンフェアでのブース
展開(業界研究・交通編、R5.9.9 東京
都) 

・沿岸バス羽幌営業所が安全運転事業所
表彰(道警ほか実施)金賞受賞(R5.11.15
羽幌町) 

・働き、生活する場所としての留萌
管内の特色の発信方法の検討 
(R6 実施の誘客施策と合わせた実
施の検討) 

・交通事業のイメージアップにつな
がる取組との連携・PR の検討 

 
市町村 ・運転手不足改善に向けた支援の在り方

について、交通事業者と協議(留萌市) 
・具体の動きなし 
 

・協議を継続(留萌市) 
・R6 に向け、資格取得等に係る経費

の補助等は検討できるかも知れな
い(羽幌町) 

・情報発信方法の継続検討 
 

交通事業者 ・ハローワーク等を通じて募集を継続 
 

・同左 

 



 
令和６年度事業の考え方について 

 
１ 令和６年度事業の考え方 

 → 目標指標のうち、利用者数及び収支率は R9 目標に及んでいないことから、令和６年度におい

ては、令和５年度事業の進捗を踏まえつつこれまでの取組を継続する一方、新たな手法の導入

や最適化に向けた一層の検討・対応を進めるとする。 

→ 観光客誘客に向けた取組及び運転手確保に向けた PR については、フリーきっぷを活用した 

地域魅力の発信により、一体的に実施することを想定(モデルコース、乗車・訪問レポートの

SNS 展開等)。 

→ 道で本協議会への負担金が予算措置された場合は、事業化について別途検討。 

  

２ 検討・協議が想定される取組 

 施策・事業 事業計画での取組区分 R6 事業想定 

a-① 広域交通及び地域間交通の維

持・確保の方針の設定及び運

行形態見直し等の検討 

【計画 99-100p】 

広域交通ネットワークの維持・

確保 

ニーズ・改善点把握に努めなが

ら、補助・運行を維持 

運行形態見直し検討 

b-① 広域交通、地域間交通及び生

活圏交通相互の乗換環境の向

上【計画 101p】 

接続、起終点 

 

ニーズ・改善点把握に努めなが

ら、利便性向上に向けた検討・

取組を維持 ダイヤ等検討・実施 

 

c-① 地域住民による公共交通利用

を促進する広報・PR 

【計画 102p】 

自家用車と公共交通の連携 ニーズ・実態把握に努めながら

必要に応じ対応(P&R 駐車場等) 

モビリティマネジメント推進 割引券・回数券等の配布 

協賛店は他の手法検討 

(バス無料デー等)  

バスロケーションシステム 継続検討 

c-② 来訪者による公共交通利用の

促進に向けた観光客誘客 

【計画 103p】 

観光資源との連携・ニーズ把握 エリア内フリーきっぷを利用し

た管内観光資源と連携したニー

ズ把握・誘客策の展開 

・モデルコース(南部、中部、

北部)の体験レポート 

・紹介 HP でアンケート実施 

・訪問した観光資源の深掘紹介 

など 

来年 5 月に取材～アップ予定 

(調査・運用結果の活用) 

c-③ バス・タクシー運転手等の確

保に向けた PR・魅力発信 

【計画 103p】 

小中高校との連携 

 

車窓からの風景など、管内の魅

力を上記(c-②)と関連させて発

信し、裾野の広がりをめざす ドライバー確保対策 

 

資料 ４ 



 

 

留萌地域生活交通確保対策協議会との統合について 

 

１ 地域協議会の役割と来年度以降の取扱い 

 → 路線バスに対する運行費補助にあたり必要となる地域間幹線系統確保維持計画及び生

活交通路線確保維持計画については、留萌地域生活交通確保対策協議会（以下、「地域協

議会」）において策定の上、全道協議会を経由し、国に対して全道計画として提出してい

たところ。 

 

→ 関係法及び国庫補助要綱の改正により、令和７年度計画の提出（令和６年６月末）か

らは、地域公共交通活性化法を根拠に設立された、北海道留萌管内地域公共交通活性化

協議会（以下、「法定協議会」）を通じた形で、（全道協議会を経由して）国に対して提出

する取扱に変更することとなる。 

 

２ 留萌地域における取扱いについて 

 → 道交通企画課では、次の３案を提示して各地域の要望を聞いた上で、全道一律の取扱

とするか、個別に取扱の選択を可能とするかも含め検討を続けている。 

    【案①】 地域協議会と法定協議会を一本化して運用 

    【案②】 地域協議会もしくは法定協議会を、他方の分科会として運用 

【案③】 地域協議会と法定協議会を個別に運用 

  

→ 留萌地域では、路線バスの運行状況の確認・分析や、路線の変更・再編等における関

係者間の協議・調整の場として、地域協議会と法定協議会とをあえて別個に運用する必

要に乏しいと考えられるため、法定協議会を存続し、これに地域協議会を統合させるこ

とを要望することとし、【案①】の支持を道交通企画課に働きかけていく。 

 

資料 ５－１ 



北海道における地域協議会及び法定協議会の運用

～令和６年度計画

【協議事項】
・路線（系統）の休廃止に関する協議・承認（道路運送法）
・生活交通の確保・維持に関する計画の策定・変更に係る協議（国及び道補助要綱）

【構成員】
道（議長）、北海道運輸局、市長会、町村会、バス協会、関係労働組合

＜主な協議内容等＞
・確保維持計画（全道計画）の策定・変更

⇒国・道補助の対象となる
・その他生活交通のあり方一般に関する事項

【構成員】
振興局（議長）、運輸支局、管内市町村、バス事業者、関係労働組合

＜主な協議内容等＞
・確保維持計画（地域計画）の策定 ⇒全道協議会に提出
・路線の休廃止に係る協議・承認

⇒事業者から国への路線の休廃止届出を30日前まで緩和

地域計画の提出
協議結果の報告

地域協議会（道路運送法） による運用

各協議事項の主な取扱
・地域協議会において承認
・全道協議会への内容の報告
・計画は全道協議会を通じて国へ提出

＜全道協議会（事務局：本庁交通企画課）＞ ＜地域協議会（事務局：各振興局）＞

【協議事項】
・路線（系統）の休廃止に関する協議・承認（道路運送法）
・生活交通の確保・維持に関する計画の策定・変更に係る協議（活性化法、国及び道補助要綱）

【構成員】
道（議長）、北海道運輸局、市長会、町村会、バス協会、関係労働組合

＜主な協議内容等＞
・地域公共交通計画に添付する確保維持計画
（全道計画）の策定・変更 ⇒国・道補助の対象となる
・その他生活交通のあり方一般に関する事項

各協議会を双方の分科会に位置づけ可能

＜主な協議内容等＞
・確保維持計画（地域計画）の策定 ⇒全道協議会に提出
・路線の休廃止に係る協議・承認

⇒事業者から国への路線の休廃止届出を30日前まで緩和

地域計画の提出
協議結果の報告

法定協議会（活性化法）＆地域協議会（道路運送法） による運用

各協議事項の主な取扱
・計画は法定協議会、休廃止は地域協議会にて承認
・全道協議会への内容の報告
・計画は全道協議会を通じて国へ提出

＜全道協議会（事務局：本庁交通企画課）＞ ＜法定協議会・地域協議会（事務局：各振興局）＞

令和７年度計画～
法改正による運用変更

資料 ５－２



各（総合）振興局における地域協議会及び法定協議会の取扱の例

① 地域協議会と法定協議会を一本化して運用

② 地域協議会もしくは法定協議会を分科会として運用

③ 地域協議会と法定協議会を個別に運用

国の通知を踏まえ、各協議会の一本化や分科会への位置づけ可能であることから、 ３つの運用が可能

＜運用に係る基本的な考え方＞
○ 協議会の１本化が望ましいが、地域の実情に応じ、

右記のいずれの運用も可能とする
○ 分科会に位置づけた場合、各親会への報告を行う
○ 分科会に位置づけない場合、地域計画は法定協

議会、休廃止は地域協議会での承認が必須

① の場合

全道協議会（道本庁）

地域＆法定協議会 ※承認

国（運輸局・本省）

計画提出
休廃止協議

計画提出

事業者・市町村（フィーダー）

計画提出
休廃止報告

② の場合

全道協議会（道本庁）

法定 or 地域協議会

国（運輸局・本省）

計画提出

事業者・市町村（フィーダー）

計画提出
休廃止報告

審査用
計画提出

地域 or 法定協議会 ※承認

報告

審査用
計画提出

③ の場合

全道協議会（道本庁）

法定協議会 ※計画承認

国（運輸局・本省）

計画提出

事業者・市町村（フィーダー）

休廃止報告

審査用
計画提出

地域協議会 ※休廃止の承認

計画提出
休廃止報告

計画提出

計画提出・休廃止協議 計画提出・休廃止協議

・確保対策と休廃止を一体的に議論可能
・協議会開催に係る事務軽減
・地域によって構成員が追加等の対応が必要

メリット ・構成員が追加等の対応が不要
・協議会開催に係る事務軽減
・確保対策と休廃止をバラバラに議論デメリット

・構成員が追加等の対応が不要
・協議会開催に係る事務負担が大きい
・確保対策と休廃止をバラバラに議論


